
１　市民ニーズに柔軟に対応できる業務処理体制の構築

１－１ 簡素で効率的な行政運営

 ① 行政事務の効率化・迅速化

NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

市の許認可事
業等の情報共
有化

情報の共有化により、事業実
施、許認可にかかる決裁方法
の改善を図ります。

許認可事業について、課、係の枠を
越えた決裁を行うことにより、他の
課で行う事業についても影響の有無
の確認を行い、事業の円滑なる推進
を図った。

建築確認等
情報の共有化

2

行政関与のあ
り方に関する
基準の策定

行政の担うべき範囲や行政関
与のあり方についての基本的
事項を定めた基準を策定し、
限られた行政資源（予算・人
員）の有効活用を進める際の
指針として活用します。

先進事例の調査・研究

3

各課年間事業
の情報の共有
化

年度内の予定を計画したら、
部・他課間でいつ、どこで、
何の事業が実施されているの
か把握できるよう情報の共有
化を行います。

情報政策課と協議。掲載内容のレイ
アウト等について検討。

グループウェアに
全庁内行事予定機
能を整備
18年9月から実
施

4
総合健診の日
程変更

受診行動から相互に行きやす
い小城と三日月、牛津と芦刈
の健診を続けて実施し、２町
ずつまとめて通知を発送しま
す。

４月に小城町、５月に三日月町の日
程で健診を続けて実施するように決
定。広報や個人通知にて日程表を示
し、受診日等のＰＲを実施。また、
小城、三日月の個人通知について同
日に発送し、郵送料の区域内割引き
を活用。

18年度郵送料
４0千円削減見込
み

5
市民相談窓口
の設置

市民相談窓口(係又は室）を設
置します。

行政相談、人権相談、心配ごと相談
を第1～第４火曜日に統一して開催す
る。

18年4月1日から
実施

6

ファイリング
システムによ
る文書管理の
構築

文書管理の職員研修を実施
し、公文書をファイル化に切
替えます。１８年度総務部を
モデルとして先行導入し、１
９年度順次各部に導入しま
す。

ファイリングシステム導入検討委員
会の発足準備と導入方式検討。

ボックスファイリ
ング方式
18年10月から４
庁舎庶務主管課に
導入予定

7

商工観光課の
商工係と観光
係の事務所の
統合

係が小城庁舎と芦刈庁舎に分
かれているため、事務所を統
合します。

商工係と観光係を統合し商工観光係
に変更、小城庁舎を事務所とする。
課長決裁の問題は解決したが、部長
決裁の課題がある。

18年4月1日から
実施

②規制緩和の推進
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

申請書類の見
直し、許認可
事務等の廃
止・縮減の検
討

施設利用申請書への押印を廃
止します。その他許認可事務
等で廃止・緩和ができるか検
討を行います。

申請書の記載事項に「ふりがな」の
表現を「カタカナ」で統一。許認可
事務は各課に照会、検討。

平成17年度の小城市改革プランの取り組み状況



NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

2

申請に係る添
付書類の見直
し

市の中小企業小口資金の融資
の申込の際に提出される証明
書について、税務課と協議
し、世帯全員の市税の完納を
証明する様式を作成します。

中小企業小口資金融資用の納税証明
書の作成について、税務課と協議。
世帯全員の市税の完納を証明する様
式を作成し商工会議所等へ通知し
た。

利用者の利便性の
向上
事務の効率化

③地方分権への対応
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1
権限委譲への
積極的対応

権限委譲事務検討マニュアル
を策定し、費用対効果を比較
する仕組みを整備するととも
に事務に対応できる組織を確
立します。

権限委譲業務数２２業務。18年度か
らの受託事業について検討。５業務
を新規で受託する。

「森林法に関する
事務」等５業務を
18年4月から受
託

 ④事務・事業の広域行政の推進
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

窓口行政サー
ビス広域化の
検討

住所地以外の市町の窓口にお
いても証明書等の交付が受け
られるよう、窓口行政サービ
スの広域化を図ります。

広域圏自治体で将来的な展望を踏ま
え、事務事業を研究する場の設置を
広域連合事務局に提案。佐賀市と川
副・東与賀・久保田町との合併問題
により、今後の動向を見る。

⑤ 公営企業の健全な経営
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

小城市民病院
経営改革委員
会の発足

専門職員が知識を活かす専門
部会を発足させ、各部におい
て分析を行い、改善策を模索
していきます。

11月に委託、診療材料、給食、消耗
品、改革の５部会を発足。各部会で
現況を協議し、類似公的、民間病院
への視察研修を行った。

2

小城市民病院
ホームページ
の作成

ホームページを立ち上げ、診
療科、時間、外来担当医師等
の基本的情報から、病院の取
り組みや、アピールポイン
ト、改善点等を掲載します。

ホームページ作成項目やレイアウト
協議、原稿作成。

18年5月1日ホー
ムページ立ち上げ

3

小城市民病院
各種委託業
者、診療材料
等の
見直し

定期的な見積りの収集、見積
り収集後の金額交渉、材料納
入業者、委託業者選択肢数の
増加による業者選定の見直し
を行います。

昨年度実績と比較すると、患者数が
微減した関係もあるが、診療材料費
で6,280千円の削減、委託費で
14,62６千円の削減を達成。

物件費
20,906千円削減

4

小城市民病院
給食部門の改
革

嗜好調査アンケート等を実施
し、ニーズにあった対応が出
来るよう努力する一方、地産
地消を採用し、旬の食材の旨
みを活かす調理方法を実施し
ます。

地産地消推進のため、ワークピア天
山、ほたるの郷と協議。嗜好アン
ケートを定期的に実施。

5
水道事業経営
の健全化

経営意識の徹底を図るととも
に、財政計画を策定し、事業
の健全化を図ります。

地図情報システムの導入、水質検査
委託料の見直しを行い、経費の削減
に努めた｡料金収入の減少、大口需要
者の工場移転問題等、今後の経営を
見据えた計画時期であり、料金改定
の課題を踏まえ、改定の時期、中期
経営計画の作成（18年度）や今後の
方向性を検討｡経常利益の安定を目指
し、有価証券の購入を１８年度に予
算化し、ペイオフ対策、経営基盤の
強化に努める｡

物件費
4,110千円削減

18年6月に地方
公募公債（5年）
購入2億円



⑥市民協働の推進
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

全庁的な協働
推進体制の整
備

職員、及び市民の協働に関す
る知識を深め、また、市役所
に各部による協働推進窓口を
設置します。

先進事例（佐賀市、佐賀県他）職員
に対し掲示板を利用して2回、基礎知
識と協働の必要性について情報提
供。市民団体の活動情報を市報及び
職員の掲示板で提供し、協力や参加
を呼びかけ。担当による「県コー
ディネーター養成講座」受講。

18年7月職員研
修開催

2

市民活動を行
う団体（ＣＳ
Ｏ、ＮＰＯ）
の育成

団体の運営方法、ＮＰＯ認定
に視点をおいた勉強会の開催
及び団体と個人のコーディ
ネートを行います。

先進事例（佐賀市、佐賀県）。 基礎
講座と実践講座を各1回開催。コー
ディネート：中間支援組織につい
て、既存の市内 団体に意識の差があ
り、啓発や情報提供を行う。17年度
の新規立ち上げは、福祉関係のＮＰ
Ｏのみ。

3

審議会等への
市民参画の拡
充

審議会等の設置及び運営に関
する指針を策定し、公募可能
な審議会等については基本的
に公募を行うことを推進しま
す。

公募実績は、企画課の3委員会で7
名、健康増進課の1委員会で3人。女
性は5名で40代3名、60代6名、70
代1名。

4
男女共同参画
社会の推進

計画書策定、意識啓発、審議
会等への女性の登用率アップ
を図ります。

10月に小城市男女共同参画プラン策
定懇話会発足。基本計画の策定のた
めの意識調査(市民・中学生)を実施。
市報掲載及び小城市男女共同参画
ネットワークにより議員・市民への
啓発事業。人材バンク登録は3名にと
どまり、今後更に広めていく必要が
ある。

審議会等女性登用
率２４％

5

健康運動リー
ダーの育成
（ボランティ
ア）

リーダーとなる者を育成し自
主グループ等の活動で気軽に
運動ができる体制をつくりま
す。

事業検討を行い、18年度予算計上
（リーダー育成費11万円）。

１－２定員管理の適正化

①定員管理適正化計画の作成
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

定員適正化計
画の策定、組
織機構の見直
し

5年後（H22年度当初）の職
員数を10％減の381人以下
にすることを定員適正化の目
標とし、臨時職員・嘱託職員
の活用、施設の管理運営の民
間委託、組織機構の見直し等
により、削減を行います。

定員適正化計画策定。 18年1月制定

１－３給与の適正化

①給与制度、運用、水準の適切な管理
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

国又は他の自
治体の給与制
度を調査し、
検討し、給与
費を削減する

特殊勤務手当、役職加算額・
管理職手当の見直し、退職時
特別昇給の廃止、勤勉手当の
見直し、及び時間外勤務手当
の削減を行います。

４役給料月額削減条例制定。
18年4月1日から
実施



１－４  行政の情報化

①電子自治体の推進
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1
地域情報化計
画の策定

市民サービスの向上と行政事
務の効率化・簡素化を図るた
め、地域情報化計画を策定
し、地域の情報化と電子自治
体を推進します。

市民アンケート及び各課ヒアリング
に基づき庁内検討委員会を開催。地
域情報化計画策定。

18年4月1日から
実施

2

公共施設予約
システムの導
入

スポーツ施設や公民館などの
公共施設の照会や予約を、自
宅のパソコン等から行えるよ
うにします。

合併前に整備していた旧小城町と旧
芦刈町の地域イントラで重複するシ
ステムを統合し、18年度からホーム
ページ上で公共施設の利用状況の確
認や仮予約ができるような仕組みを
構築。

18年10月までに
実施

3

各種申請書等
のダウンロー
ドサービスの
充実

小城市ホームページで各種申
請書を体系的に整理し、申請
書等のダウンロードサービス
を行うとともに、記載例など
を掲載して窓口での市民への
対応を充実させます。

地域情報化計画の策定に基づき18年
度において調査・実施予定。

18年9月から実
施予定

4

小城市ホーム
ページに健
（検）診問診
票を掲載

小城市ホームページに健
（検）診問診票のレイアウト
を掲載し、市民が簡単にダウ
ンロードできるようにしま
す。

秘書広報課と協議。
問診票のレイアウトを作成。

18年9月から実
施予定

2　質の高い行政サービスの提供

２－１人材育成の推進

①人材育成に関する基本方針の策定

②各種研修の受講による職員の資質向上

③他団体での実務研修
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

小城市人材育
成基本方針の
策定・各種研
修による職員
の資質向上

職員の能力開発を効果的に推
進するために、人材育成の方
針を明確にした小城市人材育
成基本方針に基づき「充実し
た職員研修」「人を育てる人
事管理」「働きやすい環境づ
くり」を実施します。

新規採用職員の派遣研修実施。
４人
民間企業へ５日間

④自主的な研究グループ等の育成
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

自主的な研究
グループ等の
育成

職員が市行政について自主的
に研修及び研究するためのグ
ループの活動に対して援助す
ることにより、行政への参加
意欲と職員相互の啓発、士気
の高揚を図るために「小城市
職員自主研究グループ奨励要
綱」を制定します。

先進事例の調査・研究。



２－２  職員の意識改革

①職員提案制度の導入
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1
職員提案制度
の導入

職員の創意工夫による提案を
奨励し、広く職員から提案を
求めることにより、事務能率
及び政策形成能力の向上を図
ります。

要綱を制定し18年2月に第1回募
集。

執務改善提案9件
自由提案24件
計33提案

②多様な任用制度の導入
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

組織全体の能
力を高めるた
め、試験制度
など多様な任
用制度の導入
検討

昇任試験、希望降任制度、庁
内公募等任用制度の導入につ
いて、調査・検討を行いま
す。

職員研修の公募制度を導入。
３人
自治大、県実務研
修、海外研修

２－３人事評価制度の導入

①人事評価制度の導入
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1
人事評価制度
の構築

小城市の人事政策の構築を推
進します。

担当者レベルで研修に参加。 ２人

3　透明性の高い公正で合理的な行政運営

３－１  情報公開の推進

①情報公開条例に伴う情報公開
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

情報公開の充
実（市政情報
コーナーの設
置・拡充）

各種計画の開示、各種審議
会・委員会報告、市民向け告
知、市民向け情報・資料等の
開示を行います。

他市の情報公開の取り組み状況を調
査・検討。図書館との連携。

②広報紙、ホームページ等による積極的な情報公開
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1
情報公開の推
進

教育委員会ホームページの充
実（教育委員会会議録・各種
行事の公開等教育委員会事務
局内の広報印刷物を原則ホー
ムページに掲載します）

他市町の取り組みを調査。情報公開
条例の詳細を把握し、市民のニーズ
にあった公開の方法を検討。

2

マルチメディ
アポータルサ
イト構築

ホームページでの情報発信を
各課で直接発信できる仕組み
に見直をして、リアルタイム
に情報発信できるシステムを
構築します。

合併前に整備していた旧小城町と旧
芦刈町の地域イントラで重複するシ
ステムを統合し、旧芦刈町で導入し
ていた各課での情報発信できる仕組
みを踏襲し、全課で利用できる仕組
みに改善。

18年9月から実
施予定



３－２市民にわかりやすい行政の透明化

①市民にわかりやすい目標の設定
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1
パブリックコ
メント制度

市の基本的な政策等を策定し
ようとするときに、あらかじ
め案を公表し、市民等から意
見や情報、専門知識の提出を
求め、これを考慮して意思決
定を行います。

審議会等の設置及び運営に関する指
針、審議会等委員の市民公募に関す
る要領を作成。

18年4月3日から
実施

2

許認可等の標
準処理期間の
設定

各申請に対する標準処理期間
を明示していないものを把握
し、未制定のものについて規
定等を作ることで、行政の公
明性、透明性を高めます。

法律の改正により条例改正の必要が
生じた。現状分析中。

３－６行政評価システムの導入

①行政評価システムの導入
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1
行政評価シス
テムの導入

限られた経営資源を有効、効
率的に利用するために事務事
業の把握、優先による統廃合
を行うため行政評価を行い、
組織全体のマネジメントサイ
クルの確立を図ります。

行政経営システム幹部研修、課長、
補佐の管理者研修及び計画の点検指
導会、係長の事務事業評価研修を開
催。

18年評価シート
作成実務研修予定

４　財政の健全化に努め、効率的・効果的な財政運営

４－１  健全な財政運営の推進

①自主財源の確保
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1
市税の徴収率
の向上

積極的な戸別訪問や納税相談
などのきめ細かい対応・早期
折衝並びに差押え等の滞納処
分を行うことで徴収率の向上
を図ります。

定率減税の引き下げ等の税制改正に
より税収は増加したが、徴収率とし
ては16年度末を下回り88.4％と
なった。19年度の大幅税制改正を踏
まえて、一層の早期対応と滞納処分
を強化する必要がある。

2
保育料の収納
率の向上

電話による督促、戸別訪問、
面談による納付相談等を行い
収納率の向上を図ります。

電話督促、戸別訪問、園での保護者
面談、窓口呼び出し等による納付相
談。市内公立の園長も保護者に納付
相談を実施し収納率の向上を図る。

収納率96.66％
4,200千円収入
増

3

小城市公共施
設及び市報等
広告掲載

小城市の公共物等（施設、市
報等）へ広告掲載を希望する
市内業者を募集し、広告を掲
載します。

広報については、県内外の把握を
行っており、市の財産の観点から、
企画課・財政課・秘書広報課で3者協
議を実施し、関係各課の調査、ヒヤ
リングを予定。

18年広告媒体を
調査、規則の制定
予定

4

自主財源の確
保（遊休財産
の売却）

市が所有する財産で、これま
で立地条件や面積等様々な理
由から、有効活用されること
がない遊休地が存在していま
す。これらの遊休地を処分す
ることにより、効率的な土地
利用と自主財源の確保を図り
ます。

普通財産の調査及び遊休地の状況調
査を行った。



②市債の適正な活用
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

適切な事業の
厳選と計画的
な活用（合併
特例債）

合併特例債については、財政
状況を踏まえ、緊急性や必要
性を勘案しながら、計画的な
活用を図るとともに、起債の
総額抑制の観点から活用のあ
り方を検討します。
また、既発債の償還計画と予
算要求時での新発債の借入額
を検討し、将来の健全財政の
視点に立って有利な交付税が
措置される合併特例債事業の
選定など、適正な管理を実施
します。

活用のあり方、実施事業の調査・分
析、適切な事業の厳選の実施につい
て、財政課との検討会議を行った。
合併特例債は、財源措置を考慮する
ものの事業費の一部は借金となるた
め、後年度の財政負担等に配慮した
適切な事業を厳選することとし、17
年度においては、新市建設計画を基
本に検討を行い、新市において児童
生徒の安全と災害発生時における地
域住民の避難場所としての機能を確
保することを重要課題としている、
学校の増改築事業に充当することと
した。今後は、現在策定中の総合計
画を基本とし、民間活力を視野に入
れながら適切な事業の厳選を行う。

小城中学校改築、
三日月小学校改築
に合併特例債活用

③受益者負担金のあり方
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

運動教室等の
受益者負担の
実施

現在無料で実施しています
が、経費に見合った受益者負
担を求めていきます。

18年度予算に計上。
18年度収入見込
9０千円

2

インフルエン
ザ予防接種受
益者負担の見
直し

現在1,000円の負担金を徴収
していますが、近隣市の状況
を見ながら、経費に見合った
見直しを行います。

1,000円の負担金を1,200円と検討
し、予算に反映。ただし、18年度県
としては広域化に向けて検討してい
るため、受益者負担の変更が予測さ
れ、推計見込み額が変わる可能性が
ある。

3

放課後児童ク
ラブの保護者
負担の実施

現在おやつ代のみ徴収してい
ますが、保護者負担金は徴収
していません。授業日、休業
日の保護者負担金の金額等を
協議し、見直しを行います。

保護者負担金の徴収内容、条例整備
等の協議を行った。放課後児童健全
育成事業利用者負担金徴収条例の18
年度制定に向け作成。

18年6月議会可
決

④事務・事業の見直し
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1
会計派出職員
の見直し

派出事務の縮小・見直しを行
います。

審査係と出納係の統合（審査・出納
係）に伴う人員の1名減。

18年4月1日から
実施

2
市立幼稚園施
設の見直し

市内幼稚園のあり方に関する
方針をまとめ、その運営を検
討します。また、施設の改築
に関する中・長期計画を作成
します。

幼稚園運営実態の把握、問題点の掘
り起こし、事務事業の検討。

3

育英資金貸付
事業のさらな
る健全化

市育英資金の健全運営（基金
のみでの運営計画策定）及び
滞納者への厳格なる対応（保
証人への督促等）を行いま
す。

滞納する育英学生に戸別訪問を行
い、返済の呼びかけを行った結果、
18年度予算について一般会計からの
繰入が必要なくなった。

繰出金
410千円削減

4

市民図書館事
務処理の効率
化等

市内全館の図書館システムの
統一、構築及び牛津分室、芦
刈分室の整備を行います。

17年6月1日牛津分室、11月1日芦
刈分室が開室（費用8,364千円　内
合併補助5,936千円）、図書館シス
テム統一整備完了（費用26,360千
円　内合併補助26,358千円）

18年４月稼動



NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

5

効率的な市道
管理台帳の策
定

小城市の道路台帳・網図の一
元化を行います。

旧町で分断されていた道路の路線統
合を行い、台帳整理を行った。あわ
せて、道路台帳図面と獰猛図を電算
機内で活用できることとしたため、
地図情報と土地情報を複合的に活用
できることとなった。

18年3月議会認
定

6

障害者移送
サービスの社
会福祉協議会
への委譲

障害者移送サービスの社会福
祉協議会への移譲を行いま
す。

福祉有償運送との調整及び利用者対
象者の基準見直し。

7

在宅高齢者住
宅改良補助事
業補助金の見
直し

在宅高齢者住宅改良補助事業
補助金を廃止します。

在宅高齢者住宅改良補助事業の実施
状況と事業内容の検討。18年度より
在宅高齢者住宅改良補助事業費補助
金交付要綱及び予算廃止。

18年度320千円
減

8

ストマ用装具
助成事業見直
し

ストマ用装具助成事業を廃止
すると共に、オストメイト対
応トイレの公共施設への整備
を検討します。

ストマ用装具助成事業の実施状況と
事業内容についての検討。18年度ス
トマ用装具助成事業の実施要綱及び
予算廃止。施設を管理する課との協
議。

18年度240千円
減

9

食生活推進協
議会委託事業
の見直し

地区に出向いての教室を見直
し、今後、重要な事業となる
食育事業へ移行します。材料
費等を減らし委託費を縮小し
ます。

小城市食生活改善推進協議会と協
議、18年度予算に反映。

18年度360千円
減

10

地域ふれあい
育児サークル
支援事業の見
直し

・児童センターも含め、育児
サークルの内容を調整しま
す。
・児童センター（福祉課）分
と健康増進課サークル分の報
償費等の単価を統一します。
・アイルとひまわりで実施し
ている育児サークル運動会を
合同で実施します。
・親子料理では、受益者負担
を徴収します。

保育係と母子保健係で育児サークル
の事業等を見直し、受益者負担を取
入れ実施要領の変更。

18年度事業費
500千円削減、
40千円収入見込

11

ふれあい食体
験事業の見直
し

食育事業の１つとして、たの
しいご飯教室を実施していま
すが、食生活改善推進協議会
委託事業でも重複して実施し
ていることから、事業の見直
しを図ります。

17年度母子保健係で2回、食改協委
託で6回の計8回実施したが、18年
度は母子保健係で実施せず、食改協
委託実施を14回に事業見直し。

18年度事業費
60千円削減

12
運動教室の実
施内容見直し

運動教室４事業を２事業に整
理し、内容を充実させ、様式
等を統一した方法に見直しま
す。

内容を検討し18年度４事業から２事
業

18年度2事業

13
福祉バス巡回
事業の見直し

アイルと各町の保健福祉セン
ター間の運行を試行します。

18年2月より、アイルと各町の保健
福祉センター間の試験運転を開始。
牛津町のデイサービスで使用してい
るバスを利用、デイサービスの空き
時間に運行。

14

「戦没者慰霊
祭」と「佐賀
の乱慰霊祭」
との統合

戦没者慰霊祭と佐賀の乱慰霊
祭を合同で実施します。

小城市遺族会と佐賀の乱戦没者遺族
とそれぞれ協議。18年度から継続し
て合同で開催。

18年度20千円減



NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

15
小城市資源物
収集事業

現在行っている資源物収集事
業の収集方法、収集種類等の
内容を変更（収集場所及び収
集品目の増加）し、より多く
の資源物を収集します。

18年度実施に向けて各行政区区長及
び環境衛生推進員への変更内容説明
会を実施。実施内容について、区長
会連絡会で説明

18年7月開始

16

児童センター
各種講座・教
室等の見直し

各種講座・教室の出席、申込
状況や事業効果の調査を行
い、内容を再編成します。ま
た、利用者負担金の徴収も考
慮しながら効果的な運営を行
います。

講座・教室等の必要性、効率性を協
議、期間を限定するなど集中的に行
うことによる経費削減。

18年度160千円
削減

17

児童遊園の管
理の見直しと
地域への移管

遊具等活用状況等調査をおこ
ない、地域との協議、また商
工観光課との協議を行いま
す。

維持管理のほか、区長に遊具の活用
状況等を聞き取り調査実施。

18
下水道事業経
営の健全化

水洗化率を向上させ使用料金
の増収を図ります。
経済的な施設の管理計画を策
定し維持管理費の削減を図り
ます。
長期的な財政計画の基に、適
正な使用料金の改定を行いま
す。

水洗化率の向上を図るため、宅内改
造積立金補助金制度等を市報に掲載
（4回）し住民への周知を行った。

18年9月より使
用料の統一

19

事務事業の見
直し（公共施
設用借地の見
直し）

小城市公共施設用借地のあり
方について見直しを図りま
す。

現地及びこれまでの経緯を調査。

20

レセプト点検
業務の見直し
（老人医療・
国民年金）

レセプト点検を担当課で実施
します。

17年度は業者委託。18年度から個
人委託の賃金に切替。

18年４月から実
施

21

市主催及び市
が補助金を支
出しているイ
ベントの見直
し

現在行われているイベントを
洗い出し、統合できるものは
統合します。

プロジェクトチーム（企画課、財政
課、農林水産課、商工観光課）によ
る意見書を提出。

⑤市単独補助金等の整理・合理化
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

社協への補助
金及び社協職
員の適正人員

社協職員の適正人員配置及び
社協事業費補助の点検を行い
ます。

社協職員については、高齢障害福祉
課から障害者移送サービス等の委託
業務があり、現時点では、まだ社協
事業の精査を行っていない。福祉部
全体として社協も含め委託事業の精
査を進め、これにより適正人員の配
置を指導したい。

2

各種団体（遺
族会・原爆被
爆者協議会・
保護司会）へ
の補助

合併協議において、福祉部会
と各団体との協議結果を当分
の間は継続していきます。

遺族会・原爆被爆者協議会・保護司
会について、旧町単位であったもの
を小城市としてそれぞれ統合。合併
協議において、福祉部会と各団体と
の協議結果を当分の間は継続。

補助金90千円削
減



NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

3

土地改良区単
独補助金等の
整理・合理化

土地改良区職員数の適正化及
び土地改良区の合併を推進し
ます。

17年11月合併推進協議会を発足
し、統合整備計画の検討、合併手
続・条件の整備・統合整備計画の最
終調整及び取りまとめを行った。

4

漁業共済事業
費補助金、漁
船保険事業費
補助金の廃止

補助期間を19年度までと
し、20年度に廃止します。

芦刈漁業組合と廃止について協議。 20年度から廃止

5
小城市内商工
会の統合

統合することにより、広域的
な地域情報が得られ、また、
事務所の維持管理費や人件費
の削減が見込まれます。

県補助金も削減される中、統合する
ことで組織体制の強化と、より高度
な経営指導等の充実が図られ、市か
らの商工会への補助金が減額でき
る。なお、芦刈商工会が事務所に使
用している芦刈町公民館は、現在目
的外使用となっており、早急に退去
をする必要があるため、合併促進協
議会の設立及び基本的事項の協議を
推進。

18年7月合併推
進協議会設立

⑥民間委託の推進
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

給食業務（調
理員・配送
者・事務員）
に従事する
日々雇用及び
嘱託職員の民
間委託

給食従事者を人材派遣会社
（保険有・福利厚生有・地元
採用・定年まで勤務可）より
派遣してもらう為の民間委託
を推進します。雇用について
は、市内在住者で現在勤務し
ている者で継続の意志がある
者を優先的に採用していきま
す。

他市町の事例調査。民間企業のシス
テム調査。

2
学校給食調理
民間委託

現在牛津中学校のみが給食が
なく、合併前からの懸案事項
でしたが、18年度より現在
三日月幼稚園が委託をしてい
る業者へ委託（予定）し、給
食を開始します。

民間委託による弁当給食開始準備。
１８年4月12日
より給食開始

3

学校事務の共
同事務化の促
進

旧４町単位とする共同事務化
できる事務について整理し、
効率的に行えるシステムを構
築します。事務補佐の臨時職
員の配置について見直し、民
間委託による経費の節約を推
進します。

現状の把握、問題点の整理、18年度
からの実施に向けた検討。

4

学校用務員８
人・図書司書
１２人の民間
委託（職員派
遣化）

学校用務員・図書館司書の業
務を見直し、それぞれの業務
を明確化し、民間委託による
派遣職員の登用を推進しま
す。

現状の把握、問題点の整理、民間委
託による派遣の実施に向けた検討。

5

幼稚園代替保
育補助教諭等
短時間の臨時
職員の雇用見
直し

民間派遣会社に委託し、登録
制による職員の派遣を推進し
ます。

現状の把握、問題点の整理、民間委
託の検討。



NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

6

教育総務事務
等の外部（民
間）委託

特殊業務を除く、業務の外部
（民間）委託を行います。

先進的な事例を参考に実態調査を行
い、委託内容を検討。

7

電算処理事務
のアウトソー
シングの推進

電算処理に伴う業務の中で一
時的・定期的に発生する大量
印刷や封入封緘作業など民間
業者に委託するとともに地域
産業の受注の機会を創出しま
す。

大型プリンターを導入せず一時的・
定期的に発生する大量印刷や封入封
緘作業などアウトソーシングすると
ともに地域産業の受注の機会を創
出。

物件費6,300千
円削減

⑦公共工事におけるコスト構造の改革
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1 入札制度改革

多様な入札・契約方式の導入
による競争性・透明性の向上
を図るとともに、不良、不適
格業者の排除による建設工事
の品質確保を図ります。

学校建築、下水道事業等において条
件付一般競争入札、条件付指名競争
入札を実施した。また、指名停止要
綱を制定し、入札の適正化を図っ
た。予定価格の事前公表、入札結果
の公表を実施。

入札の透明性、適
正化

４－２  ＰＦＩ方式導入の検討

 ①ＰＦＩ方式導入の検討
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1
ＰＦＩ方式導
入の検討

今後の公共施設等の整備に当
たり、民間の持つ資金や創意
工夫を生かす代表的な手法で
あるＰＦＩ手法を始め、民間
活力を活用した様々な事業手
法の積極的な導入により、市
民の行政サービスの向上と効
率的な行財政運営の実現を図
ります。

ふるさと財団ＰＦＩアドバイザーに
よるＰＦＩ基礎研修を実施。

５　公共施設の適正配置と統合整備の計画的な推進

５－１  本庁方式への移行

①本庁方式への移行
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1
本庁方式への
移行

市民の利便性の向上、事務の
効率化のため、本庁舎の位
置・建設方法を検討し、平成
２２年３月を目途に本庁方式
に移行します。検討に当って
は、住民の利便性を第一に、
財政状況等にも考慮します。

小城市本庁方式移行検討委員会を設
置し、分庁方式の問題点、現庁舎の
老朽化、本庁方式移行の必要性など
の協議を行い、本庁方式への移行方
法について、２案に絞込み、今後更
に検討すべき事項を取りまとめた。

基本構想に着手

５－２  公共施設の管理運営

①公共施設の適正配置
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

施設老朽化に
伴う市立保育
所の統廃合・
民営化につい
て検討

先進地視察等を行い、先進事
例を参考に庁舎内検討委員会
を立ち上げ検討、研究を行い
ます。

県内2箇所を訪問し情報収集を行う。
今後の検討委員会の設立に向けて準
備作業に入る。



NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

2
公共施設の適
正配置

効率的、効果的な施設の設置
及び管理運営を図るため、公
共施設の利用実態を十分検討
し、利用圏や配置バランスを
踏まえた上で、その必要性や
役割が薄れている施設につい
ては、複合化、統合、廃止に
よる施設の合理化を進めてい
き適正配置を行います。

市内公共施設空きスペース調査（23
施設）実施。

②指定管理者制度等の導入
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

指定管理者制
度の活用
（市民図書
館）

指定管理者制度の活用を図り
ます。

指定管理者制度の導入に向け、研修
会等に参加し検討を重ねたが、小城
市民図書館の状況から導入はなじま
ないため、当分の間直営管理。

2

民間委託の推
進（指定管理
者制度の活
用）

公共の施設に係る指定管理者
制度の導入を図り、委託先や
契約方法の見直し等、必要に
応じて取り組んでいきます。

市内公の施設に関する調査（89施
設）を実施、4施設を指定管理者に指
定。

小城保健福祉セン
ター、芦刈保健福
祉センター、勤労
者福祉会館、三日
月いきがいデイ
サービスセンター

3

指定管理者制
度の活用（保
健福祉セン
ター）

小城・芦刈の保健福祉セン
ターは、18年４月より指定
管理者制度に移行します。ま
た、三日月・牛津の保健福祉
センターについても、20年
度には指定管理者制度を活用
します。

制度導入に向け、条例を制定、小
城・芦刈保健福祉センターを18年度
より移行する前提作業を行った。

18年4月1日から
実施

4

社会体育施
設、社会教育
施設等の管理
について

社会体育施設、社会教育施設
等の管理の業務委託について
調査、検討します。

体育協会の法人化にあわせた管理業
務委託、指定管理者制度の導入に向
けた検討

5

指定管理者制
度の活用（公
園）

指定管理者制度導入又は民間
委託により、一括管理を行い
事務の軽減を図ります。

導入に向けた調査及び検討。

③使用料の適正化
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1
公共施設の使
用料の検討

使用料のあり方を見直してい
きます。安定したサービスを
提供するため、施設の利用者
も含め市民が適正に負担し分
かち合いながら施設を長く大
切に使用する観点から、「受
益者負担の原則」「共通的な
使用料算定ルールの確立」
「減免規定の見直」を3本柱
として見直し検討を進めま
す。

各施設使用料の調査、他市町の状況
調査を行った。



NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

2

利用料の検討
（保健福祉セ
ンター）

現在利用料は旧町の利用料で
行っているため、４施設とも
利用料が違っています。それ
ぞれの施設の実態に見合った
利用料の見直しを行います。

利用料改定へ向け、検討資料の収集
を行った。

3

利用料の検討
（教育委員
会）

旧４町の公共施設使用料を統
一することにより、受益者負
担の適正化と施設利用の活性
を図ります。

施設実態調査は終了、施設料金基準
作成中。

4

ふれあい農園
（旧小城町）
とあおぞら農
園（旧三日月
町）の使用料
を調整

双方の１区画の面積や環境が
異なるが、あおぞら農園の使
用料を19年度から調整しま
す。

あおぞら農園所有者と19年度以降の
土地の借上料の引下げ協議の結果、
引下げ交渉成立（年間借上料22万円
を20万円に減額）、あおぞら農園利
用者へ19年度以降の農園利用料の引
き上げ通知送付（年間利用料　7万円
が15万円に増額）。

19年4月から実
施

５－３支所機能のあり方について

①現有公共施設の活用
NO 実 施 項 目 実 施 内 容 取り組み状況 17年度成果・18年度状況

1

本庁方式移行
後の既存庁舎
の取扱いの検
討

本庁方式移行後は（庁舎とし
ては）不要となる既存の庁舎
について、財政的な視点も含
めて検討します。
本庁方式移行と密接な関係が
あることから、本庁方式移行
と併せて検討します。

既存庁舎の取扱いについては、本庁
方式移行と密接な関係があることか
ら、小城市本庁方式移行検討委員会
の中で現庁舎の現状・課題等につい
て協議を行った。今後策定する基本
構想において、支所機能のあり方や
財政的な視点も含めて検討する。


